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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「信は万事の本を為す」に則り、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献することを企業理念としている。また、株主、取引先、従業員、社
会など全てのステークホルダーにとって存在価値のある企業となるべく不断の努力を重ねてきた。このため、コーポレート・ガバナンスの強化を重
要な経営課題の一つと位置付け、企業倫理の徹底を図り、透明性の高い経営をめざしている。

当社においては、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を策定し、次の方針に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組む。

(1)株主の権利と平等性の確保

(2)ステークホルダーとの適切な協働

(3)適切な情報開示と透明性の確保

(4)取締役会等の責務の実行

(5)株主との建設的な対話

当社は中長期的な企業価値向上を図る事業活動の基礎となる企業理念と経営理念を定めるとともに役職員が従うべき行動規範を定め、これを実
践する。

(1)企業理念

「信は万事の本を為す」に則り、社業を通じて豊かな社会の実現に貢献する。

(2)経営理念（山種経営三原則）

イ．分に応じた経営

ロ．積み上げ主義

ハ．予算経営

(3)行動規範

イ．企業の社会的使命を認識し、関連法令及び社内規程遵守の徹底により、全ての企業活動が健全な商習慣と企業倫理に適合するように努め
る。

ロ．株主、取引先、従業員、社会など、全てのステークホルダーに対し、公平・公正かつ透明な関係を維持する。

ハ．会社の正当な利益に反する行為または会社の信用や名誉の毀損を行わないよう、ルールを守る。

二．「良き企業市民」として社会と協調し、地球環境の保全に努め、社会の健全な発展に貢献する。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[原則4-11.　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件]

取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役でバランス良く構成し、多様性と当社の適正規模の観点から、取締役を選任することとし
ている。女性の社外監査役や国際経験豊富な社外取締役が就任する等多様性の充実を図っているが、取締役には、女性や外国人の方はいな
い。当社の事業内容と適正規模の観点から、ジェンダーや国際性の面を踏まえて、適正な構成を今後も検討する。

[原則2-6.　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮]

当社は、倉庫業企業年金基金に加入していたが、任意脱退し、確定拠出型年金制度のみの年金制度となっている。従って、企業年金のアセット
オーナーには該当しないこととなるが、従業員に対しては、資産運用に関する教育研修等を実施している。グループ子会社の一部では、日本ITソ
フトウェア企業年金基金に加入している。同基金は、代議員会、理事会、運営委員会及び資産運用委員会を設置し、投資先商品の妥当性、合理
性を審議し、投資先商品を決定している。また、投資成績等についての説明も受けている。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則1-3.　資本政策の基本的な方針]

当社は、従来から中長期的な視点に立って事業収益の拡大と財務体質の強化を図りながら、株主への安定的な配当の継続を基本方針としてい
る。また、内部留保資金は設備投資及び財務体質強化のための借入金返済資金に充当することとしている。支配権の変動や大規模な希釈化をも
たらす資本政策については、その必要性・合理性を検討し、既存株主を不当に害することのないよう、適正な手続きを確保するとともに、株主に十
分な説明を行う。

数値目標としては下記の目標値を設定する。

(1) 株主価値を維持向上するために自己資本当期純利益率（ROE）と自己資本比率の目標値を設定する。

(2) 配当については、毎期の連結業績を基準として、連結配当性向の目標値を設定する。

・自己資本当期純利益率（ROE）目標＝8.0％以上

・自己資本比率目標＝30.0%以上

・連結配当性向目標＝20％～30％程度

[原則1-4.　政策保有株式]



当社で定めている政策保有株式に関する基本方針は以下のとおりである。

(1) 取引先との継続的・長期的な取引関係の構築や取引関係の一層の強化の観点から、取引先等の株式を純投資以外の目的で政策保有株式と

して保有する場合がある。

(2) 個別の政策保有株式については、当社の資本コストを意識し、政策保有の経済合理性や取引先との総合的な関係の観点から保有効果につ

いて毎年取締役会において検証する。また、保有効果が認められない場合には縮減することを検討する。

(3) 政策保有株式に係る議決権行使については、当該企業において長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンス体制を構築している

かといった点を基準に判断する。

政策保有株式については、配当リターン等による収益寄与等も含め取引の内容を確認し、保有効果を検証している。また、保有効果が認められな
い株式については、縮減の手続を行った。

[原則1-7.　関連当事者間の取引]

当社と役員等の関連当事者との間で取引を行う場合には、かかる取引が会社や株主共同の利益を害することのないように、取締役会は、生じ得
る利益相反を適切に管理する。このため、会社法及び取締役会規則に基づき取締役会の事前承認を得ることとし、取引を実施した場合には適切
に開示する。役員及びその近親者と当社の間での取引の有無については毎年確認を行う。

[原則3-1.　情報開示の充実]

会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレート・ガバナンスを実現するとの観点から、以下の事項について開示する。

(1) 経営計画

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

(4) 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き

(5) 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行う際の個々の選任・指名の理由

(6) 取締役及び監査役の解任を行う際の方針、手続き及び個々の解任の理由

(1) 経営計画

長期ビジョンである「ヤマタネ２０２４ビジョン」と中期経営計画「ヤマタネ２０２２プラン」については、東証及び当社ホームページに概要を開示してい
る。

(2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は上記のとおり。基本方針については東証及び当社ホームページにて開示している。

(3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き

当社における「役員の報酬決定方針」は、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりである。

(4) 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き

当社における「役員の指名方針」は下記のとおりである。

株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の指名については、以下の選任基準に基づき手続を行う。

イ．取締役の選任基準

取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。業務執行取締役は、会社の業態をよく理解する
とともに豊富な業務経験を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断力を有している者とする。独立社外
取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験を有し、取締役会において率直・活
発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照らして独立性が認められる者とする。

ロ．取締役の選任手続

上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す
る。

ハ．監査役の選任基準

監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。また、必要な財務、会計及び法務に関する知識
を有する者とし、特に、財務及び会計に関する十分な知見を有している者を1名以上選任する。

二．監査役の選任手続

上記の基準により、社長と監査役会が候補者について事前の意見交換をした上で候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を
経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議する。

ホ．取締役及び監査役の解任

取締役及び監査役が選定基準を満たさなくなった場合には、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に解任案
を付議する。

(5) 取締役候補者及び監査役候補者の指名を行う際の個々の選任・指名の理由

取締役候補者及び監査役候補者の指名を行う際の個々の選任・指名の理由は株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載のとおりであり、
当社ホームページにて開示している。（https://www.yamatane.co.jp/kessan/assembly.html）　尚、社外取締役及び社外監査役についてはその理
由について後掲している。

[補充原則4-1①　経営陣に対する委任の範囲]

取締役会は、法令及び定款で定められた事項や重要な業務執行を決定し、それ以外の事項については、職務権限規程に基づき、業務執行取締
役に委任され、速やかな業務執行が行われる体制とする。

[原則4-8.　独立社外取締役の有効な活用]

(1) 独立社外取締役は、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る、

との観点から助言を行う。

(2) 独立社外取締役は、取締役の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行う。

(3) 独立社外取締役は、取締役・支配株主等から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ

る。

(4) 独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するため、社外役員のみを構成員とする会合を定期的に開催し、独立した客観的

な立場に基づく情報交換・認識共有を図る。また、他の取締役との連絡・調整や監査役との連携に係る体制を整備する。



[原則4-9.　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質]

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員となる者の独立性をその実質面で担保することに主眼を置いた独立性判
断基準を策定し開示する。「株式会社ヤマタネ　社外役員独立性判断基準」は、「その他独立役員に関する事項」に記載のとおりである。

[補充原則4-11①　取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に関する考え方]

取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役でバランス良く構成し、多様性と当社の適正規模の観点から取締役は定款で定める１３名
以内とし、独立社外取締役は２名以上とする。取締役会は、重要な業務執行の決定と取締役の職務執行の監督を行うため、豊富な業務経験を有
している業務執行取締役と独立性を有し客観性を持つ独立社外取締役により、適切な意思決定や監督ができる体制とする。

[補充原則4-11②　取締役及び監査役の上場会社役員の兼任状況]

取締役及び監査役が当社グループ会社以外の他の上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめ、その役割・責務を適
切に果たす。各役員の兼任状況については株主総会招集ご通知の事業報告及び株主総会参考書類に記載のとおりであり、当社ホームページに
て開示している（https://www.yamatane.co.jp/kessan/assembly.html）

[補充原則4-11③　取締役会評価の結果の概要]

取締役会は、毎年、取締役会全体としての実効性に関する分析・評価を行い、その結果の概要を開示することとしている。「取締役会実効性評価
アンケート」に基づき、全ての役員が取締役会についての評価を行い、取締役会でその内容について検討を行った。その結果、「取締役会の実効
性はおおむね確保できている」と分析、評価した。一方、取締役会資料の事前配布、企業戦略の大きな方向性を示す議題の審議、代表取締役の
後継者計画、役員報酬についての適切な議論、中期経営計画についての十分な議論、リスクテイクとなる議案を支える雰囲気、サステナビリティ
（持続可能性）を巡る課題への取組み等については対応すべき課題としての指摘がなされた。今回の評価結果及び課題への対応を踏まえて、今
後も取締役会の実効性の向上を図っていく。

[補充原則4-14②　取締役及び監査役に対するトレーニングの方針]

取締役及び監査役に対するトレーニングの方針は下記のとおりとする。

[役員のトレーニング方針]

(1) 取締役及び監査役がその機能を十分に果たすように研修体制を整備する。

(2) 取締役及び監査役が就任の際、あるいは就任後も継続的に当社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得できるように、各役員に応じ

た機会を提供し、その費用の支援も行う。

(3) 取締役会は、トレーニングの対応が適切にとられているか確認する。

[原則5-1.　株主との建設的な対話に関する方針]

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話に取り組むための体制整備や取組みに関する方針を下記のと
おり定め、対応する。

[株主との建設的な対話に関する方針]

(1) 株主との対話については、IR担当である経営企画部を窓口とし、担当役員である管理本部長が経営企画部、経理部、総務部等のIR活動に関

連する部署を管掌する。

(2) 株主や投資家からの取材やスモールミーティング等を受け付け、必要に応じて取締役が対応する。また決算説明会の開催を検討する。

(3) 株主や投資家との対話を通じて得られた意見等については、速やかに取締役会に報告する。

(4) 株主や投資家との対話において、インサイダー情報の管理を徹底し、社内規程である内部情報管理規程の定めるところに従い、適切に対応す

る。

(5) 株主との対話促進のため、株主構造の把握に努める。

(6) 中期経営計画の策定・公表に当たっては、自社の資本コストを意識し、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、事業ポートフォリ

オの見直しや経営資源の配分等に関し、その内容を具体的に説明する。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 696,300 6.74

株式会社三井住友銀行 514,898 4.99

山﨑　元裕 422,900 4.10

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 365,300 3.54

SMBC日興証券株式会社 325,606 3.15

東京海上日動火災保険株式会社 311,242 3.01

ヤマタネ従業員持株会 309,700 3.00

清水建設株式会社 300,000 2.91

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO（常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 245,899 2.38

株式会社日本カストディ銀行（信託口5） 202,900 1.97

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明



―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 卸売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 11 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

岡伸浩 弁護士

仁瓶眞平 他の会社の出身者 △ △

松本裕之 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

岡伸浩 ○ ―――

弁護士として長年の経験を通じて培われた見
識を活かし、経営全般に対する監督及び助言
等を行って頂き、さらには企業法務の専門家と
しての見地からコーポレート・ガバナンスの向
上のための助言を頂けると考えたため。

同氏は他社の役員を兼任しているが、当社と
特別の利害関係はない。



仁瓶眞平 ○

仁瓶眞平氏は2003年6月まで当社の主要
取引銀行である株式会社三井住友銀行
の業務執行者として在任していた。また
2011年6月まで取引先である株式会社セ
ディナの業務執行者として在任していた。
さらに、現在取引先であり、株主である株
式会社エンチョーの社外取締役に就任し
ている。

長年にわたり金融機関の経営に携わり、他社
の社外役員の経験も有することから、経営全般
に対する監督及び助言を行って頂けると考えた
ため。株式会社三井住友銀行の常務執行役員
を退任後16年以上経過し、株式会社セディナ
顧問を退任後7年以上経過している。同氏は他
社の役員を兼任しているが、当社と特別の利
害関係はない。以上のことから一般株主と利益
相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員
に相応しいと判断した。

松本裕之 ○

松本裕之氏は2014年6月まで取引先であ
る三井食品株式会社の業務執行者として
在任していた。また、2016年12月まで取引
先である三井物産株式会社の業務執行
者として在任していた。

長年にわたり大手商社等に勤務し、豊富な国
際経験と物流・食品に関する専門知識を有して
いることから、経営全般に対する監督及び助言
等を行って頂けると考えたため。取引先である
三井物産株式会社と三井食品株式会社に在任
していたが、当社との間には特別の利害関係
はない。以上のことから一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断し、独立役員に相応
しいと判断した。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

8 0 3 3 2 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

8 0 3 3 2 0
社外取
締役

補足説明

取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選解任に関する事項や報酬に関する事項を審議する指名・報酬諮問委員会を設置する。

(1)指名・報酬諮問委員会は、取締役及び監査役の人事に関する審議・確認等を通じて、当社の経営の客観性及び透明性の確保に資することを
目的として、株主総会に提出する取締役及び監査役の選任及び解任に関する議案について審議し、取締役会に答申する。

(2)指名・報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の妥当性と決定プロセスの透明性を確保することを目的として、社長より提示される取締役報酬案
について審議し、取締役会に答申する。

(3)指名・報酬諮問委員会は、社長が作成する社長後継候補者の選定案や育成案について審議し、取締役会に答申する。

(4)指名・報酬諮問委員会は、代表取締役と社外役員全員で構成し、社外役員が過半数を占めるものとする。

指名・報酬諮問委員会構成員の氏名等

委員長　取締役　岡伸浩（社外取締役）

構成員　代表取締役社長　山﨑元裕　取締役副社長　角田達也　取締役副社長　鈴木康道

　　　　　 取締役　仁瓶眞平（社外取締役）　取締役　松本裕之（社外取締役）　監査役　内藤潤（社外監査役）　監査役　太田律子（社外監査役）

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人にEY新日本有限責任監査法人を選任している。監査役は、会計監査人より監査計画策定時及び四半期毎の監査実施説明会等にお
いて監査内容の説明を受けるなど定期的会合を実施し、緊密な情報交換により相互の連携をはかっている。

内部監査部門として各部門から独立した監査部を設置している。監査部は全部門の業務監査を実施し、監査結果については監査役会に報告した

上で意見交換や協議等を実施し効率的な監査体制を構築するとともに相互の連携をはかっている。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

太田律子 税理士

内藤潤 弁護士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

太田律子 ○ ―――

税理士として、財務及び会計に関する専門知
識や経験等を当社の監査体制の充実・強化の
ために活かして頂き、また独立性が高く、中立
な立場から公正かつ客観的に当社の経営活動
の監査を実施して頂けると考えたため。

同氏は他社の役員を兼任しているが、当社と
特別の利害関係はない。

内藤潤 　
同氏は、当社と取引のある長島・大野・常
松法律事務所にシニア・カウンセルとして
在任している。

弁護士として企業法務に関する専門知識と豊
富な経験を有しており、客観的かつ公正な立場
から取締役の職務遂行を監査して頂けると考
えたため。また独立役員に指定していないが、
中立な立場を保持し独立性は高いと判断して
いる。

同氏は他社の役員を兼任しているが、当社と
特別の利害関係はない。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立役員となる者の独立性をその実質面で担保することに主眼を置いた独立性判
断基準を策定し開示する。

[株式会社ヤマタネ　社外役員独立性判断基準]

当社は、当社における社外取締役の独立性判断基準について、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえて、以下のとおり定める。社外役
員が、次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断する。

１.当社及びその子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者。また、就任の前10年内のいずれかの時において当社グループの業務執
行者であったことがある者（注１）

２.その就任の前10年内のいずれかの時において当社グループの取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを
除く）にあっては、当該取締役又は監査役への就任の前10年内のいずれかの時において当社グループの業務執行者であった者

３.当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者（注２）



４.当社の主要な取引先またはその業務執行者（注３）

５.当社の主要な金融機関またはその業務執行者（注４）

６.当社の主要な株主またはその業務執行者（注５）

７.当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（注６）

８.前記１～７に該当する重要な者の近親者（注７）

(注１)　業務執行者とは、業務執行取締役若しくは執行役または支配人その他の使用人をいう。

(注２)　当社を主要な取引先とする者とは、当該取引先の年間売上高の２％を超える金額の取引がある先をいう。

(注３)　当社の主要な取引先とは、当社の年間売上高の２％を超える金額の取引がある先をいう。

(注４)　当社の主要な金融機関とは、メインバンクとして当社総資産の10％以上の借入先をいう。

(注５)　当社の主要な株主とは、発行済み株式数の10％以上を保有する株主をいう。

(注６)　多額の報酬とは、当社の１事業年度につき1,000万円以上のものをいう。

(注７)　重要な者とは、各会社・取引先の役員、部長クラスの者をいう。近親者とは、配偶者または２親等内の親族をいう。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業務執行取締役の報酬については、当社の持株により、当社の企業価値向上による株価上昇をめざすインセンティブ給を導入している、中長期
的な業績と連動する報酬として、現金報酬の一部を役員持株会で自社株式を取得することとし、この部分が該当する。役員報酬における業績連
動報酬の割合は10％程度であり、自社株報酬見合い分の割合は7％程度である。現時点において現金報酬と自社株報酬の割合については適切
なものと考えている。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の報酬等の総額を開示　（2020年3月期）

取締役の年間報酬総額　9名　144百万円（うち　社外　3名　14百万円）

監査役の年間報酬総額　5名　 38百万円（うち　社外　3名 　8百万円）　

上記のほか使用人兼務取締役の使用人給与相当額12百万円を支給している。

株主総会決議による報酬限度額は、取締役（使用人兼務取締役の使用人給与部分は含まない。）月額32百万円、監査役月額5百万円である。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

[報酬の額又はその算定方法の決定方針]

取締役及び監査役の報酬は、株主総会の決議に基づき報酬総額を決定している。各取締役の報酬額は、当社の定める「役員報酬規程」に基づ
き、社長が報酬案を作成し、指名・報酬諮問委員会において報酬案を審議の上、取締役会へ答申した後、取締役会で決定する。各監査役の報酬
額は、当社の定める「役員報酬規程」に基づき監査役の協議により決定する。

業務執行取締役の報酬体系は、定額である基本給部分と業績に連動した業績給部分、さらに報酬の中から一定の額を役員持株会に積み立てる
部分の3区分としている。基本給は役員の役位ごとに決定し、業績給は各担当部門の業績に応じて上下する。持株の積立部分は当社の企業価値
向上による株価上昇をめざすインセンティブ給となっている。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役は、取締役会、監査役会及び取締役等との意見交換等を通じて、内部監査及び監査役監査との連携を図る体制とする。取締役及び
従業員は会社の業績に影響を与える重要な事項等については社外取締役に報告するとともに、社外取締役からは必要に応じて取締役及び従業
員に対して報告を求めることができる体制とする。社外取締役の通常の業務に必要な事項については管理本部において対応する。

社外監査役による監査の重要性及び有用性を認識し、監査役監査の環境整備に努めている。社外監査役2名を含む監査役を補助すべき使用人
を設置していないが、必要な場合には補助使用人を設置することとしている。監査役への適時適切な情報伝達体制を確保するため、取締役及び



従業員は内部統制の基本方針に基づき会社の業績に影響を与える重要な事項等については監査役に報告するとともに、監査役からは必要に応
じて取締役及び従業員に対して報告を求めることができる体制となっている。さらに、内部監査部門との連携により、監査部からは内部監査結果
の報告を行っている。内部統制については内部統制担当の取締役より報告を行っている。また、監査役の通常の監査業務に必要な事項について
は管理本部において対応している。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

代表取締役社長等を退任した者について相談役・顧問等に就任する制度はなく、また就任している者もおりません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社における企業統治の体制は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置する機関設計を採用している。取締役会は、法令及び定款で定められ
た事項や重要な業務執行を決定するとともに取締役の職務執行の監督を行い、監査役及び監査役会は取締役の職務執行を監査する。また、コン
プライアンスやリスクマネジメントを含む内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実をはかっている。グループ各社にお
いても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めている。この他、経営全般にわたる重要事項を協議する機関として
経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置している。

（１）会社の機関の内容

イ．取締役会

取締役会は、社外取締役3名を含む取締役11名（男性11名、女性0名）で構成され、毎月1回開催することとしている。取締役会は業務執行の決
定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても議論し、対策等を検討している。さらに社外取締
役を置く事で経営全般に対する監督機能の強化や利益相反防止機能が働くと考えている。取締役の責任の明確化と機動的な取締役会の体制構
築を目的として取締役の任期を1年としている。

ロ．経営会議

経営会議は、取締役、各本部長並びに常勤監査役を以って構成され、毎週1回開催し、経営方針、経営戦略及び業務執行に関する重要な議題に
ついて検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うこととしている。

ハ．指名・報酬諮問委員会

経営の透明性を担保するために、取締役会の任意の諮問機関として、社外役員が過半数を占める指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の選
解任に関する事項や報酬に関する事項について審議し、取締役会へ答申を行っている。

二．監査役会

当社では、当社の現状を勘案し、監査役設置会社としての体制を採用している。監査役4名（男性3名、女性1名）の内社外監査役は2名である。監
査役は取締役会に出席し、常勤監査役は経営会議にも出席している。監査役監査については、独立の機関として、監査方針・監査計画に基づき、
取締役会その他重要な会議に出席する他、往査等を通じて取締役の職務執行全般の監査を実施している。また各部門に対する業務監査も定期
的に行っている。監査役会では監査結果の検討を行い、監査意見書を社長へ提出している。会計監査人や内部監査部門との連携による効率的
な監査の実施に努めている。監査役の機能強化の観点から、監査役監査をサポートするための体制を整備している。

ホ．内部監査

内部監査については、各部門から独立した内部監査部門である監査部により定期的に内部監査を実施している。

（２）会計監査の状況

当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査契約書に基づき適切な監査を受けている。監査法人並びにその業務執行社員と当
社との間には特別の利害関係はない。

業務を執行している会計士の氏名：指定有限責任社員 業務執行社員 谷口公一、同　井澤依子

監査業務補助者の構成：公認会計士4名、会計士試験合格者等5名、その他13名

所属する監査法人：EY新日本有限責任監査法人

監査報酬の内容：監査証明業務に基づく報酬　当社31百万円、連結子会社5百万円　計36百万円　（2020年3月期）

（３）報酬決定について

「報酬の額又はその算定方法の決定方針」にて記載の通りである。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、当社の現状を勘案し監査役会設置会社としての体制を採用している。独立性が高く、専門知識を有する社外監査役を含む監査役で構
成される監査役会が、会計監査人・内部監査部門と相互連携を行い、当社の経営活動の監査を行う一方で、独立性が高く、経営に対する経験・見
識等を有する社外取締役を含む取締役で構成される取締役会では業務執行の決定及び職務執行の監督を行い、ガバナンスの有効性をはかって
いる。社外チェックの観点からも、社外取締役及び社外監査役による客観的・中立的立場による経営管理体制の整備により十分機能する体制と
なっていると考えている。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 2007年6月総会より招集通知の早期発送を実施

集中日を回避した株主総会の設定 2015年6月総会より集中日を回避した株主総会の設定を実施

電磁的方法による議決権の行使 2016年6月総会よりインターネット等による議決権行使を導入

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2016年6月総会より議決権電子行使プラットフォームへ参加

招集通知（要約）の英文での提供 2016年6月総会より招集通知（要約）の英文での提供を開始

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

2019年5月よりアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催 あり

IR資料のホームページ掲載
ＩＲ資料については適時開示する方針で実施している。また、電子公告制度を

導入済。各期の決算短信、適時開示情報を開示。また、当社のコンプライアン

ス体制、個人情報保護方針についても開示済。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部長が担当役員となり、経営企画部長が広報担当者となっている。

その他 アナリスト・機関投資家向の説明は個別にも対応している。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンス・マニュアルにステークホルダーの立場の尊重について記載。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

物流部門において、従来から環境保護に対応するためのリサイクル物流事業に注力。連
結子会社である株式会社ヤマタネロジスティクスにおいて、トラック運送事業向け「グリーン
経営認証制度」による認証を2004年3月に取得済。2005年5月には、環境経営推進のため
に「エコステージ」の認証を取得。環境保護への全社的な取組のために「環境管理委員会」
を設置。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ホームページに掲載している「当社のコンプライアンス体制」においてステークホルダーに
対する方針について記載。

その他

当社では、女性の活躍促進に向けて、仕事と子育ての両立に向けた職場環境の整備に努
めている。制度面では、育児休業制度や育児のための短時間勤務制度等の規程を設けて
いる。仕事と生活の調和された「ワーク・ライフ・バランス」の実現を目指して、社員全員が
働きやすい職場環境をつくり、すべての社員がその能力を十分に発揮できるように取組ん
でいく。

当社の正社員に占める女性社員の比率は約32％、管理職に占める女性社員の比率は約
7％、役員に占める女性役員の比率は7％である。今後は更に女性管理職の比率を高めら
れるように職場環境の改善や教育・研修体制の整備に努めていく。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、法令・定款・規則等を遵守しつつ企業倫理を強化し、良き企業市民として豊かな社会の実現に貢献することを旨とする。内部統制システ
ムの整備のために、経営方針を明確に示し、社内に周知徹底し、取締役会、経営会議、監査役会制度を有効に機能させる。また、リスクマネジメ
ント委員会をはじめとする各種委員会活動により、管理体制の強化、徹底を図る。円滑な情報伝達のために社内組織内部においては情報共有化
を進め、社内WEB情報システムにより、社内での決定事項を速やかに共有する体制を構築する。企業倫理ヘルプライン室の設置により、従業員
から直接情報が寄せられる体制を構築し、業務部門から独立した内部監査部門の内部監査により各部門、各部署での個々人の意見も直接聴取
する体制を構築する。

以上の通り、各種委員会活動、内部監査、企業倫理ヘルプライン室等体制面の充実を図ることにより、内部統制システムの整備を行い、リスク管
理、不正及び誤謬の防止、発見ができる体制を構築する。

<内部統制システムの整備に関する基本方針>

（１）当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．社長を委員長とする「コンプライアンス推進委員会」を設置し、コンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、行動規範、行動原則を制定す
る。

ロ．コンプライアンス推進委員会は、原則として月1回以上開催し、活動内容については、定期的に取締役会及び監査役会へ報告する。各部門に
おいては、コンプライアンス推進委員を配置し、定期的な研修を実施するとともに、部門内での内部監査を実施する。

ハ．組織を横断する各種委員会（リスクマネジメント委員会、コンプライアンス推進委員会、品質管理委員会、情報セキュリティ委員会、個人情報
保護委員会、環境管理委員会）を設置し、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。

ニ．内部監査部門は、コンプライアンス・マニュアル及びコンプライアンス推進委員会の実施状況を監査し、他の業務監査を含め定期的に取締役
会及び監査役会に監査の結果を報告する。

ホ．内部監査部門は、監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認し、必要があれば内部監査規程の改訂を行う。

ヘ．企業経営及び日常業務に関する必要なアドバイスを顧問弁護士より受ける体制を構築する。

ト．「企業倫理ヘルプライン室」を設置し、内部通報及び社員相談に迅速に対応できる体制を構築する。

チ．反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を行い一切の関係を持たないことを基本方針とし、コンプライアンス・マニュアル及び行動原則にお
いて社内に周知徹底する。

リ．財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を適切に評価報告するための体制を構築する。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役及び使用人の職務の執行に係る情報については、情報セキュリティポリシー並びに情報セキュリティポリシー規程及び文書保存規程

に基づき適切に保存及び管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

ロ．文書の保管期間は、法令に特段の定めのない限り、文書保存規程に定めるところによる。

ハ．文書保存及び管理に係る事務に関しては、総務部長が所管する。

（３）当社の損失の危険に関する規程その他の体制

イ．事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し、事業の遂行とリスク管理のバランスをとりながら持続的成長による企業価値の向上をめ
ざし、「リスクマネジメント方針」を制定し、取締役により構成される「リスクマネジメント委員会」を設置する。

ロ．「リスクマネジメント委員会」は、組織横断的な各委員会を統括し、当社全体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、リスクマネジメント体
制の整備、運用状況の確認を行う。また、当社及び子会社（以下「グループ各社」という。）全体のリスクマネジメントについても管轄する。

ハ．各部門においては、リスクへの適切な対応を行うために、現状を正しく評価し、リスクの分析と対策の実施等を行い、リスクマネジメントを継続
的に改善する。

ニ．クライシスマネジメントについては、大規模地震対策を制定し、非常事態に迅速に対応できる体制を構築する。

ホ．内部監査部門は、内部監査規程に基づき定期的に業務監査を行い、リスク管理状況と併せて取締役会及び監査役会へ報告をする。

ヘ．内部監査部門の監査により法令・定款違反その他の事由に基づく損失のリスクのある業務執行行為が発見された場合には、発見されたリス
クの内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちにリスクマネジメント委員会及び担当部門長に通報する体制を構築する。

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．経営理念、経営方針に基づき事業遂行のための年度計画及び中期計画を策定する。

ロ．職務執行の効率性を向上させ、採算管理の徹底を図るために、各計画の達成状況を検証し、結果を業務に反映させる。

ハ．取締役会規則により定められている事項及びその付議基準に該当する事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、原則として、
月1回、取締役会を開催する。また、取締役、各本部長並びに常勤監査役を以って構成される経営会議において、経営方針、経営戦略及び業務
執行に関する重要な事項について検討し、その審議を経て速やかな業務執行を行うものとする。

ニ．取締役会の決定による業務執行については、組織規程（業務分掌）及び職務権限規程等に基づき権限の委譲を行い、各部門、各レベルの責
任者が意思決定ルールに則り適正且つ効率的に職務の執行を行うこととする。

（５）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．グループ各社は、共通の経営理念の下でグループ各社相互の協調及び発展をめざす。

ロ．グループ各社の内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤として構築し、グループ各社間での内部統制に関する
協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築する。

ハ．グループ各社の代表取締役等で構成されるグループ経営会議にて情報交換を行い、グループ連結経営の円滑な運営と堅実な発展をめざ
す。

ニ．グループ各社の代表取締役は、各社の内部統制システム運用の権限と責任を負う。

Ａ．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社の取締役に、重要な人事、資産の取得・譲渡、毎月の業務実績、取締役会議題その他経営上の重要事項について、グループ経
営会議等において定期的に当社へ報告させるものとする。また、当社は、グループ各社において重要な検討事項が生じた場合には、グループ各
社を横断した委員会を設置するなどして、検討を行う。

Ｂ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社は、グループ会社全体のリスク管理について定める「リスクマネジメント方針」を制定し、当社リスクマネジメント委員会は、グループ会社全



体のリスクマネジメントの運営にあたるとともに、リスクマネジメント体制の整備、運用状況の確認を行う。

ロ．子会社は、当社リスクマネジメント委員会が定める方法を参考の上、各社のリスクマネジメントを実施し、その状況を当社リスクマネジメント委
員会へ報告する。

Ｃ．子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．当社は、当社グループの経営理念、経営方針に基づき、グループ各社の事業遂行のためのグループ年度計画及び中期計画を策定する。

ロ．当社は、子会社に、当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制（前記（４））に準拠した体制を構築させる。

Ｄ．子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は、当社コンプライアンス・マニュアルを子会社にも適用させるものとする。

ロ．当社の監査役及び内部監査部門は必要に応じて子会社の監査を実施する。

ハ．当社は、子会社が当社からの経営管理・経営指導について、その内容が法令違反やコンプライアンス上問題があると認めた場合には、子会
社に当社の内部監査部門又は当社の監査役へ報告させることとする。

ニ．当社の監査役は定期的にグループ監査役会を開催し、子会社の監査役と意見交換を行う。

ホ．当社は、当社の「企業倫理ヘルプライン室」の利用対象をグループ会社にまで拡大し、グループ会社の内部通報及び社員相談に迅速に対応
できる体制を構築する。

（６）当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役会と協議の上、当社の使用人の中から監査役補助者を1名以上配置す
ることとする。

（７）当社の監査役の職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、監査役会の同意を必要とし、取締役からの独立を確保するものとす
る。

（８）当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役から命じられた職務に関しては、取締役及び当該使用人の属する組織の上長等の指揮命令を受け
ないものとし、もっぱら監査役の指揮命令に従わなければならない。

（９）当社の監査役への報告に関する体制

Ａ．当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

イ．当社の取締役及び使用人は、下記の事項について、発見し次第、遅滞なく当社の監査役に報告する。

a．職務執行に関して重大な法令・定款違反又は不正行為の事実

b．会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項

c．会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

ロ．当社の取締役及び使用人は、当社の監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

ハ．当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議、その他コンプライアンスに関連する各種委員会へ出席し、当社の経営、業績及び内部統制に
関する重要事項について報告を受ける。

Ｂ．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

イ．子会社の全ての役職員は、下記の事項について、発見し次第、遅滞なく当社の監査役に報告する。

a．職務執行に関する重大な法令・定款違反又は不正行為の事実

b．会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項

c．会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

ロ．子会社の役職員は、当社の監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告及び情報提供を行う。

（１０）当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社の監査役へ報告をしたグループ各社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を
当社コンプライアンス・マニュアルに明記するとともに、グループ各社の役職員に周知徹底する。

（１１）当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に
係る方針に関する事項

イ．当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第３８８条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、経理部において審議
の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理す
る。

ロ．当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

（１２）その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に会合をもち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換のほか、意思疎通を図るものと
する。

ロ．当社の監査役は、当社の会計監査人、内部監査部門とそれぞれ定期的に意見交換を行い、効率的な監査を実施する。

ハ．当社の監査役は、当社の監査役会規則及び監査役監査基準に則り、適法性の監査のみならず、リスク管理、内部統制システムの整備・運用
状況を含む取締役の業務執行状況の監査を行う。

ニ．当社の監査役は、必要に応じて、弁護士・会計士等の外部専門家と連携し監査業務の執行にあたる。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を行い一切の関係を持たないことを基本方針とし、コンプライアンス・マニュアル及び行動原則において
社内に周知徹底する。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社においては、対応部署を定め、警察等の外部機関と密接な連携をとり、情報収集を行っている。また、コンプライアンス推進委員会において定
期的な研修を行う。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

（適時開示体制の概要）

当社は、投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分認識するとともに、常に投資者の視点に
立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努める。

（1）適時開示の担当部署

情報の集約・管理は、管理本部の総務部・経理部・経営企画部で行い、当該情報が「金融商品取引法」、「株式会社東京証券取引所の適時開示
規則」に該当する開示事項であるか否かの照合を行う。

（2）適時開示の社内体制

重要事項については、毎月1回開催する取締役会に付議され決定する。また、経営会議を毎週1回開催し迅速な業務執行を図っている。なお、こ
れらの会議には監査役も出席し、必要に応じて会計監査人、顧問弁護士のアドバイスを受けている。

重要事実が発生した場合は、発生後遅滞なく管理本部に情報が集約され、代表取締役に報告される。その後、発生事実が適時開示事項に該当
する場合は、迅速に開示を行う。



【組織図】

【適時開⽰の組織図】
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